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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に電動送風機を設けた本体と、一端が前記本体に接続される吸引ホースと、前記吸
引ホースの他端に取り付けられる手元ハンドル体と、を有し、
　前記手元ハンドル体は、一側の吸気側開口に被清掃面から塵埃を集塵する集塵接続体が
接続可能であり他側の排気側開口が前記吸引ホースと連通する管体と、該管体から分岐し
た分岐部と、を有し、
　前記分岐部は、前記吸気側開口から前記他側に一定距離だけ離れた分岐位置で前記管体
から分岐し、該分岐部には、第１の把持部が形成され、
　前記管体には、前記分岐位置の近傍に、該分岐位置から前記他側に向かう第２の把持部
が形成され、且つ、該第２の把持部よりも外方に突出した外郭を形成するカバーが設けら
れる電気掃除機。
【請求項２】
　前記第２の把持部及び前記第１の把持部は、前記吸気側開口の中心から前記集塵接続体
の接続方向に伸びる開口直線が前記第２の把持部及び前記第１の把持部を通るように配置
されている請求項１に記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記開口直線と前記第１の把持部が成す角度は、略４５度であることを特徴とする請求
項２に記載の電気掃除機。
【請求項４】
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　前記第１の把持部又は前記第２の把持部は、軟質材により覆われていることを特徴とす
る請求項１から請求項３の何れか１項に記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手元ハンドル体を有する電気掃除機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来からキャニスタータイプの電気掃除機において、塵埃を含む気流が流れる管体と、
この管体から離れた位置に、使用者が握る部位である把持部を設けた手元ハンドルがある
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１３５６５１号公報（図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような従来の電気掃除機の手元ハンドル体は、把持部が管体から離れて位置してい
るので、管体に接続する延長管やノズルなどの集塵接続体の塵埃を捕集する先端部分、又
は、直接手元ハンドル体の吸込側開口を、被清掃面上に落ちている塵埃に向け難い、つま
り、清掃する位置に集塵接続体をあわせ難いという課題がある。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決する為になされたもので、被清掃面上に落ちている
塵埃の位置に、集塵接続体を向けやすい使い勝手の良い手元ハンドル体を有する電気掃除
機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決する電気掃除機は、内部に電動送風機を設けた本体と、一端が前記本
体に接続される吸引ホースと、この吸引ホースの他端に取り付けられる手元ハンドル体と
、を有する。手元ハンドル体は、一側の吸気側開口に被清掃面から塵埃を集塵する集塵接
続体が接続可能であり他側の排気側開口が吸引ホースと連通する管体と、この管体から分
岐した分岐部と、を有する。分岐部は、吸気側開口から上記他側に一定距離だけ離れた分
岐位置で管体から分岐し、該分岐部には、第１の把持部が形成される。管体には、上記の
分岐位置の近傍に、該分岐位置から上記他側に向かう第２の把持部が形成され、且つ、該
第２の把持部よりも外方に突出した外殻を形成するカバーが設けられる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、塵埃を被清掃面から集塵する集塵接続体を、塵埃の位置に合わせやす
い手元ハンドル体を有する電気掃除機を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１に係る電気掃除機の全体斜視図
【図２】実施の形態１に係る電気掃除機の塵埃接続体（吸込口体）からホースに至る部位
の左側面図
【図３】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体の左後方から見た斜視図
【図４】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体の左側面図
【図５】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体の縦断面図
【図６】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体の分解斜視図
【図７】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体の一部分解斜視図



(3) JP 6269126 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

【図８】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体の左側面図（左側面カバーを外
した状態）
【図９】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体を後方より見た図
【図１０】図９の手元ハンドル体４の一部分解図（右側面カバーを外した状態）
【図１１】実施の形態１に係る電気掃除機の手元ハンドル体を上方より見た図
【図１２】実施の形態１に係る電気掃除機の使用形態を示す左側面図
【図１３】実施の形態１に係る電気掃除機の使用形態を示す右側面図
【図１４】実施の形態２に係る電気掃除機の手元ハンドル体の側面図
【図１５】実施の形態３に係る電気掃除機の手元ハンドル体の側面図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（実施の形態１）
　以下、図１～図１３を参照して実施の形態１を説明する。
　まず、図１～図２を参照して、電気掃除機１について説明する。
　図１は、実施の形態１における電気掃除機１を示す斜視図である。図２は、吸込口体６
からホース３に至る部位の側面図である。
【００１０】
　図１～図２に示すように、電気掃除機１は、本体（掃除機本体）２、ホース３、手元ハ
ンドル体４、延長管５、吸込口体６を備える。
　吸込口体６は、下向きに形成された開口から、床面上のごみ（塵埃）を空気と一緒に内
部に取り込む部位である。この吸込口体６の吸気側の端部には、次に説明する延長管５に
接続する接続管６ａが設けられている。
【００１１】
　次に延長管５は、後述する手元ハンドル体４に接続する集塵接続体の１つであり、全体
として真直ぐな円筒状を呈する。延長管５の一端部は吸込口体６の接続管６ａに接続し、
他端部は手元ハンドル体４に接続する。
　使用者は、延長管５に設けられたボタン５ａの操作を行うことにより、吸込口体６を延
長管５から取り外すことができる。
【００１２】
　延長管５は、吸気側の端部にブラシ５ｃを備える。このブラシ５ｃは、吸込口体６を外
した状態で被清掃面に接触させて使用するもので、延長管５の吸気側の開口周辺に移動可
能である。
　使用者は、延長管５の排気側の端部に設けられた伸縮ボタン５ｂを操作することにより
、延長管５を伸縮させることができる。
【００１３】
　ここでは、手元ハンドル体４に接続される集塵接続体の例として、延長管５について説
明したが、この他に、先端が窄んだ形状に構成され狭い部分の塵埃を吸い取りやすく構成
されたノズルや、先端にブラシが植毛され隙間などの塵埃を書き出しやすく構成されたブ
ラシ等も、集塵接続体である。
　また、吸込口体６も、延長管５に取り付けることで、間接的に手元ハンドル体４に取り
付けられることから集塵接続体である。
【００１４】
　次に、手元ハンドル体４は、掃除を行う時に使用者が持つ部分であり、操作体となる部
位である。使用者は、手元ハンドル体４を持ち、この手元ハンドル体４を操作して、集塵
接続体を被清掃面に向けて落ちている塵埃を吸引する。
　例えば、本実施の形態の場合、使用者は、手元ハンドル体４を操作して、延長管５に取
り付けた吸込口体６の位置及び向きを変える。手元ハンドル体４の吸気側の端部（吸込み
側開口４１）は、延長管５の排気側端部に接続する。
　使用者は、手元ハンドル４に設けられた解除ボタン４ａを操作することにより、延長管
５を手元ハンドル体４から取り外すことができる。手元ハンドル体４は、吸気側の端部に
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、延長管５を取り外した状態で使用するためのブラシ４００を備える。
【００１５】
　次に、ホース３は、要部が、可撓性を備えた蛇腹状である中空の部材からなる。ホース
３の吸気側の端部は、手元ハンドル体４に接続される。ホース３は、排気側の端部は、硬
質の接続部３ａを備え、この接続部３ａが本体２に接続される。
　本体２は、ホース３の接続部３ａが接続され、ごみを含む空気（含塵空気）からごみを
分離する。この本体２は、後部に開口する排気口（図示せず）より、塵埃が取り除かれた
空気（清浄空気）を排出する。空気から分離したごみは、本体２の内部に溜められる。
　以上のように各部が接続されることで、吸込口体６や延長管５などの集塵接続体から、
手元ハンドル体４、ホース３、そして、本体２へと至る一続きの風路Ｆが形成される。
【００１６】
　次に、本体２は内部に、電動送風機１１、集塵部１２を備える。
　電動送風機１１は、電気掃除機１に形成された風路Ｆに、吸込み側である集塵接続体か
ら排気側である排気口に向けて本体２内部に流下する気流を発生させる。
　この電動送風機１１が吸引動作を行うと、床面上のごみが空気と一緒に吸込口体６に吸
い込まれる。吸込口体６に吸い込まれた含塵空気は、吸込口体６、延長管５、手元ハンド
ル体４、ホース３の各内部を通り、本体２に送られる。
【００１７】
　集塵部１２は、本体２の内部に流入したごみを空気（気流）から分離する。集塵部１２
は、空気から分離したごみを捕捉する。図１は、集塵部１２の一例として、紙パック式の
分離装置を示している。集塵部１２として、サイクロン式の分離装置や他の方式の分離装
置を採用してもよい。
【００１８】
　また、本体２は、両側に大型の車輪１３を、下面に小型の車輪（図示せず）を備える。
小型の車輪は、その向きを自在に変えることができるように取り付けられている。このた
め、本体２は、車輪１３及び小型の車輪が床面に接触した状態で向きを変えることができ
る。
【００１９】
　次に、本実施の形態の要部である手元ハンドル体４について、図３～図１３を参照して
説明する。
　図３～図５を参照すると、手元ハンドル体４は、風路Ｆの一部を構成し基部となる管体
４０と、この管体４０から分岐するように設けられる分岐部４４と、管体４０と分岐部４
４の外郭を被う各カバー４８から構成される。
　管体４０は、吸気側開口４１から排気側方向に向けて直線的に伸び、中ほどの位置（曲
がり位置４３）から下斜め後ろ方向に折れ曲がり排気側開口４２に向けて直線的に伸びる
形状を成している。
【００２０】
　管体４０の曲がり位置４３の後ろ側の上方には、分岐部４４が設けられる。
　この分岐部４４は、管体４０の上面の分岐位置４５から上斜め後方に向けて延びる分岐
前部４４ａと、この分岐前部４４ａの後ろ側から湾曲して下斜め後方に延び分岐後端４４
ｃに至る分岐後部４４ｂから成り、分岐位置４５から分岐後端４４ｃに掛けてアーチ形状
を成している。
　尚、管体４０と分岐部４４は、樹脂成形により一体に形成されている。
【００２１】
　そして、図５～図７を参照すると、分岐前部４４ａの上面には、管体４０と分岐部４４
の分岐している位置から分岐前部４４ａの後端に掛けて、左右一対の壁部４４ｅが形成さ
れている。
　そして、この左右の壁面４４ｅの間には、上面凹部４４ｇが形成される。この上面凹部
４４ｇは、上方に向けて開口しており、凹部内部に、電動送風機のＯＮ／ＯＦＦや出力の
変更を行う操作スイッチ４６ａや、手元ハンドル体４の動きや振動を検知するモーション
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センサー４６ｂを実装した基板４６が設けられる。
【００２２】
　また、左右の壁面４４ｇには、それぞれ、後述する上カバー４８ａの係合爪が係合する
第１の係合開口４４ｈと、後述する左右カバー４８ｂ，４８ｃの係合爪４８２ｂ，４８２
ｃが係合する第２の係合開口４４ｉが形成されている。
　また、吸気側開口４１から分岐部４４に至る管体４０の上面には、非接触で外部機器と
の通信を行う通信手段４７と、吸気側開口４１に接続された集塵接続体を外す解除ボタン
４ａが設けられる。
　これら基板４６及び通信手段４７のいずれも、本体２に設けられた電気掃除機１の各部
を制御する制御手段（図示せず）に電気的に接続され、信号を制御手段に出力する。
【００２３】
　次に、図６～図８を参照すると、管体４０の側面には、管体４０の伸びる方向に帯状に
突出した管体リブ４０ｂが形成されている。この管体リブ４０ｂは、分岐部４４が接続す
る位置の下側に位置しており、管体４０の剛性を高めるためのものである。
　また、分岐部４４の側面には、管体４０から分岐前部４４ａの端に向けて帯状に突出し
て伸びる分岐部リブ４４ｊが形成されている。この分岐部リブ４４ｊは、分岐部４４の剛
性を高めるためのものである。
　そして、排気側開口４２には、ホース３の開口内部に管体４０を挿入することにより、
ホース３が接続する。
【００２４】
　次に、図６～図７を参照すると、以上ように各部が構成された管体４０及び分岐部４４
の外郭には、次の各カバー４８が取り付けられ手元ハンドル体４の外観を形成する。
　カバー４８は、上カバー４８ａと、左側面カバー４８ｂと、右側面カバー４８ｃと、左
後側面カバー４８ｄと、右後側面カバー４８ｅで構成されている。これらのカバーは、樹
脂成形により形成されている。
【００２５】
　まず、上カバー４８ａは、吸気側開口４１から分岐部４４の上面を被うカバーであり、
解除ボタン４ａが臨むボタン開口４８１ａと、基板４６に実装された操作スイッチに対向
する位置に操作スイッチ押圧部４８２ａが形成されている。
　操作スイッチ押圧部４８２ａは、表面に電動送風機の出力を変化させる旨を意味する「
矢印マーク」、「ＯＮ／ＯＦＦ」、「エコモード」等の表示がなされており、当該位置を
使用者が押圧することで、対応する操作スイッチが押されて、制御手段に信号が発信され
る。制御手段はこれらの信号に基づき、電動送風機の出力を制御する。
【００２６】
　このように構成された上カバー４８ａは、分岐部４４に形成された第１の係合開口４４
ｈに係合爪４８３ａが係合する。
　そして、上カバー４８ａに開口するねじ開口４８５ａに、上方よりねじ４８４ａを通し
て、分岐部４４の上面に形成されたねじ穴４４ｄにねじ止めすることにより、吸気側開口
４１から分岐部４４の上面を被った状態で管体４０に取り付け固定される。
　上カバー４８ａが上記の通り取り付けられた状態において、分岐後部４４ｂの下面４４
１ｂと、この分岐後部４４ｂの上面を被う上カバー４８ａの上面４８６ａにより、使用者
が握る位置となる第１の把持部４９ａが形成される。
【００２７】
　次に、左側面カバー４８ｂは、管体４０の下面から左側面に至り、分岐前部４４ａの左
側面を経て、分岐部４４の上面左側まで至る管体４０と分岐部４４を覆うカバーである。
　この左側面カバー４８ｂの裏面には、複数の係合爪４８２ｂが設けられている。この係
合爪４８２ｂが、管体４０の下面に設けられた管体係合開口４０ｃ、及び、分岐部４４に
形成された第２の係合開口４４ｉに係合することにより、管体４０から分岐部４４に渡っ
て取り付けられる。
【００２８】
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　この左側面カバー４８ｂは、管体４０の表面に取り付けられることから、管体４０の外
面より左側面カバー４８ｂの厚みΔｄ１分、外側に突出した外郭を形成する。つまり、管
体４０と左側面カバー４８ｂとの間に高さがΔｄ１の段差が形成される（図１１参照）。
【００２９】
　ここで、左側面カバー４８ｂは、上カバー４８ａが分岐部４４に取り付けた後に取り付
けられる。これにより、左側面カバー４８ｂの取り付け前に、第２の係合開口４４ｉから
、基板４６の取り付け位置である凹部４４ｇを確認することができる。
　つまり、第２の係合開口４４ｉは、基板４６が取り付けられたか否かを確認する開口と
して用いることができる。尚、この確認用の開口は、第２の係合開口４４ｉとは、別途形
成しても良い。
【００３０】
　次に、右側面カバー４８ｃは、管体４０の下面から右側面に至り、分岐前部４４ａの右
側面を経て、分岐部４４の上面右側まで至る管体４０と分岐部４４を覆うカバーである。
　この右側面カバー４８ｃの裏面には、複数の係合爪４８２ｃが設けられている。この係
合爪４８２ｃが、管体４０の下面に設けられた管体係合開口４０ｃ、及び、分岐部４４に
形成された第２の係合開口４４ｉに係合することにより、管体４０から分岐部４４に渡っ
て取り付けられる。
【００３１】
　この右側面カバー４８ｃは、管体４０の表面に取り付けられることから、管体４０の外
面より右側面カバー４８ｃの厚みΔｄ１分、外側に突出した外郭を形成する。つまり、管
体４０と右側面カバー４８ｃとの間に高さがΔｄ１の段差が形成される（図１１参照）。
【００３２】
　ここで、右側面カバー４８ｃは、上カバー４８ａが分岐部４４に取り付けた後に取り付
けられる。これにより、左側面カバー４８ｃの取り付け前に、第２の係合開口４４ｉから
、基板４６の取り付け位置である凹部４４ｇを確認することができる。
　つまり、第２の係合開口４４ｉは、基板４６が取り付けられたか否かを確認する開口と
して用いることができる。尚、この確認用の開口は、第２の係合開口４４ｉとは、別途形
成しても良い。
【００３３】
　以上の左側面カバー４８ｂと右側面カバー４８ｃは、互いに対称となる形状で構成され
おり、これらを上記の通り取り付けることで、管体４０の下側と分岐部４４の上側の位置
において、左側面カバー４８ｂと右側面カバー４８ｃが合わさる形状となっている。
　従って、左右側面カバー４８ｂ，４８ｃが管体４０及び分岐部４４に取り付けられるこ
とで、管体４０及び分岐部４４の表面に形成された管体リブ４０ｂ及び分岐部４４を覆い
隠し、手元ハンドル体４の一方の側面から他方の側面に連続的に至る外観意匠面を形成す
る。
【００３４】
　以上の手元ハンドル体４において、上記の通り、管体４０及び分岐部４４と左右側面カ
バー４８ｂ，４８ｃを別部材にすることで、左右側面カバー４８ｂ，４８ｃに傷や汚れが
ついても、容易にカバーを交換することができる。
　特に、手元ハンドル体４は後ろ端にホース３が設けられるので、手元ハンドル体４を落
とした場合、床面と接触するのは左右側面カバー４８ｂ，４８ｃである可能性が高いこと
から、傷のついた側面カバーの交換のみで、傷やよごれに対応する修理が済む。
【００３５】
　更に、左右側面カバー４８ｂ，４８ｃは、意匠面となる表面は急な曲面や角となる部位
が無い緩やかな曲面であることから、フローマーク（成形不良）が起こり難い。従って、
左右側面カバー４８ｂ，４８ｃを成形する際に、成形材料である樹脂に、意匠性を向上さ
せる材料（例えば、光を反射して輝きを見せるメタリック材料（アルミ粉末）など）を練
り込み成形する手法（以下、練りみ成形）を用いることができる。
　これにより、成形時にフローマークが起こりやすい複雑な形状の部位を有する手元ハン
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ドル体４であっても、樹脂成形で塗装に近い質感である外観意匠を得ることができる。
【００３６】
　また、この左右側面カバー４９ｂ，４８ｃをエラストマー等の軟質部材で構成すれば、
手元ハンドル体４を落下させたとき、手元ハンドル体４が受ける衝撃を和らげることがで
きる。
【００３７】
　また、図１０を参照すると、分岐部４４の上側の合わせ位置において、左側面カバー４
８ｂと右側面カバー４８ｃの合わせ位置の下側には、分岐部４４の上面に形成されたねじ
穴４４ｄが位置している。
　つまり、左側面カバー４８ｂと右側面カバー４８ｃが上記の通り取り付けられることで
、ねじ穴４４ｄ及びねじ穴に位置するねじ４８４ａを、外側から見えないように被い隠す
ことができる構成となっている。
【００３８】
　次に、左後側面カバー４８ｄは、排気側開口４２の後ろ側から分岐位置４５に至る部分
を左方向から被うカバーである。また、右後側面カバー４８ｆは、排気側開口４２の後ろ
側から分岐位置４５に至る部分を右方向から被うカバーである。
　これら左後側面カバー４８ｄと右後側面カバー４８ｆは、互いに対称となる形状で構成
されている。そして、左後側面カバー４８ｄと右後側面カバー４８ｆは、ホース３の内部
に排気側開口４２を挿入して管体４０にホース３を取り付けた状態で、管体４０を左右方
向から挟み込み、管体４０に取り付けられる。
【００３９】
　上記のように、左後側面カバー４８ｄと右後側面カバー４８ｆは、左右方向から合わさ
り係合することで、筒状のホース押さえ部４８ｄｆと、この筒状のホース押さえ部４８ｄ
ｆから前方に延びる第１の接続部４８ｄｆａと、ホース押さえ部４８ｄｆから後方に伸び
る第２の接続部４８ｄｆｂが形成される。
【００４０】
　ホース３は、ホース押さえ部４８ｄｆと管体４０に挟み込まれて、管体４０から外れな
いように固定される。
　また、第１の接続部４８ｄｆａは、管体４０に形成された分岐部４４から管体４０の排
気側開口４２の縁に至る凹部４０ａに入り込み固定され、表面が管体４０の外面と連続的
に滑らかにつながる。
　また、第２の接続部４８ｄｆｂは、分岐部４４の分岐後端４４ｃを、左後側面カバー４
８ｄと右後側面カバー４８ｆで左右方向から挟み込み、分岐部４４と接続する。
【００４１】
　また、第１の接続部４８ｄｆａが取り付けられた管体４０と第１の接続部４８ｄｆａで
構成される部位の外径は、ホース押さえ部４８ｄｆの外径より小さいことから、両方の部
位との間で段差Δｄ２が形成される。
　尚、ホース押さえ部４８ｄｆの前側を窄む形状（窄み部４８ｄｆｃ）とすることで、管
体４０と第１の接続部４８ｄｆａで構成される部位とホース押さえ部４８ｄｆとの外径の
差から生じる段差Δｄ２をなめらかにつないでいる（図１１参照）。
【００４２】
　このように構成された手元ハンドル体４の分岐位置４５の近傍には、使用者が握る位置
となる第２の把持部４９ｂが形成される。この第２の把持部４９ｂは、手元ハンドル体４
の左右側面カバー４８ｂ，４８ｃの後ろ側からホース押さえ部４８ｄｆに至る部位である
（図１網掛け部分）。
【００４３】
　このように、手元ハンドル体４には、第１の把持部４９ａと第２の把持部４９ｂが設け
られる。
　第１の把持部は管体４０から離れて位置しているので、集塵接続体が設けられた手元ハ
ンドル体４の操作を軽い力で行うことができる。更に、第２の把持部は管体４０に近い位
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置に設けられているので、管体４０に取り付けられる集塵接続体に、より近い位置で操作
を行うことができ、集塵接続体を塵埃が落ちている位置に合わせやすい。
【００４４】
　更に、図９～図１３を参照すると、上記のように第２の把持部４９ｂの周囲を構成する
ことで、使用者が第２の把持部４９ｂを握った状態で、手元ハンドル体４を前方に押した
とき、左右側面カバー４８ｂ，４８ｃと管体４０との間には、段差Δｄ１が形成されてい
るので、握った指が左右側面カバー４８ｂ，４８ｃの後面４８１ｂ，４８１ｃに接触する
ことで、前方へのストッパーとなる。
　特に、左右側面カバー４８ｂ，４８ｃの後面４８１ｂ，４８１ｃは、管体４０に対して
後方に傾く斜め形状となっているので、使用者が第２の把持部４９ｂを握った際に、指と
後面４８１ｂ，４８１ｃが面で接触しやすい。これにより、手からの力を手元ハンドル体
４にあずけやすく、操作がしやすい。
【００４５】
　更に、使用者が第２の把持部４９ｂを握った状態で、手元ハンドル体４を後方に引くと
き、ホース押さえ部４８ｄｆと第２の把持部４９ｂである管体４０との間には、段差Δｄ
２が形成されているので、手がホース押さえ部４８ｄｆ（窄み部４８ｄｆｃ）に接触して
、後方へのストッパーとなる。
【００４６】
　更に、第２の把持部４９ｂは分岐位置４５の近傍に位置しているので、使用者が第２の
把持部４９ｂを握った際に、管体４０と分岐部４４の隙間の位置に手が入ることになる。
これにより、分岐部４４の下面が手の上面を保持することができ、手元ハンドル体４の操
作がよりしやすくなる。
【００４７】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２を説明する。
　本実施の形態では、実施の形態１との相違点を中心に説明し、実施の形態１と同一の構
成には同一の符号を付し説明を省略する。
　図１４を参照すると、手元ハンドル体４において、管体４０の吸気側開口４１の中心か
ら、この吸気側開口４１に取り付けられる集塵接続体の接続方向に延びる開口直線Ｌ上に
は、第２の把持部４９ｂと第１の把持部４９ａが位置する。
【００４８】
　このように、第１の把持部４９ａと第２の把持部４９ｂを配置することにより、実施の
形態１の効果に加え、一方の把持部から他方の把持部に持ち替えるとき、上記の直線の延
びる方向以外への方向への持ち替え動作を最小限にすることができる。これにより、電気
掃除機を使用中にスムーズに把持部を持ち変えることが可能となる。
【００４９】
（実施の形態３）
　次に、実施の形態３を説明する。
　本実施の形態では、実施の形態１との相違点を中心に説明し、実施の形態１と同一の構
成には同一の符号を付し説明を省略する。
　図１５を参照すると、手元ハンドル体４において、管体４０の吸気側開口４１の中心か
ら、この吸気側開口４１に取り付けられる集塵接続体の接続方向に延びる開口直線Ｌ上に
は、第２の把持部４９ｂと第１の把持部４９ａが位置する。
　そして、開口直線Ｌと第１の把持部４９ａが成す角度は略４５度となるように、第１の
把持部４９ａが分岐部４４に形成されている。
【００５０】
　このように、第１の把持部４９ａを配置することで、実施の形態２の効果に加え、使用
者が第１の把持部４９ａを持って手元ハンドル体４を操作するときに、前後に押し引きし
やすく、かつ、左右に動かしやすい手元ハンドル体４を有する電気掃除機を構成すること
ができる。
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【００５１】
　以上のように各実施の形態において、第１の把持部４９ａ、第２の把持部４９ｂ、及び
、これらの周辺の構成について説明したが、第１の把持部４９ａ及び第２の把持部４９ｂ
をエラストマー等の軟質材料で覆うとよい。
　これにより、各把持部を握る際に滑り難く、つかみやすい、より使いやすい手元ハンド
ル体４を有する電気掃除機を得ることができる。
【００５２】
　以上、各実施の形態において、各部の位置関係や前後上下左右の向きは、手元ハンドル
体４を、吸気側開口４１から曲がり位置４３までの管体４０を水平の状態（図４，図１２
～図１３の状態）にして、吸気側開口４１を前方、排気側開口４２を後方として説明して
いる。
【符号の説明】
【００５３】
１　電気掃除機、２　本体、３　ホース、４　手元ハンドル体、５　延長管（集塵接続体
）、６　吸込口体、４０　管体、４１　吸気側開口、４２　排気側開口、４４　分岐部、
４５　分岐位置、４６　基板、４７　通信手段、４８　カバー、４９ａ　第１の把持部、
４９ｂ　第２の把持部、Ｌ　開口直線。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１４】

【図１５】
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